
２，５００円

※この場合の限界税率は１０％。住民税所得割の１割

※（ふるさと寄附金－５，０００円）×〔９０％－０～４０％

※この例の場合、所得税２，５００円＋住民税２２，５００円＝２５，０００円が控除されます。

２，５００円

寄附金控除対象外

５，０００円

住民税の特例控除額（住民税所得割額の１割が限度）

住民税の税額控除　２２，５００円

・ふるさと寄附金３０，０００円を御前崎市に寄附

・年収７００万円で夫婦と子供２人の世帯の場合

　（翌年の住民税の所得割額が２９３，５００円と仮定）

○寄附金控除の具体例

ふるさと寄附金　３０，０００円

寄附金控除対象　２５，０００円

２０，０００円

住民税の基本控除額（１０％）

所得税の寄附金控除による控除

※所得税の税率を１０％として計算

　（所得税の限界税率）〕で計算

　は２９，３５０円なので全額控除となる


